
 

 

 

 

 

      第４章 海 岸        
 

 

 

 

港湾海岸保全施設整備事業 尾道糸崎港海岸機織地区（福山市） 
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１ 海岸の概要 

本県の海岸総延長は約 1,129km で，このうち海岸法（昭和 31 年法律第 101 号）の規定に基づき約

584km が海岸保全区域に指定されている。内訳は，国土交通省（水管理・国土保全局）所管区域約 60km，

国土交通省（港湾局）所管港湾区域約 350km※，農林水産省（水産庁）所管漁港区域約 79km※及び農林

水産省（農村振興局）所管区域が約 95km※である。（※ 重複区間を含む。） 

海岸の整備は，高潮・波浪又は地盤変動による災害から，県民の生命と財産を防護するため，未整

備海岸及び老朽化の著しい護岸，堤防の整備を重点的に推進するとともに，周辺の景観や自然資源と

の調和を図りながら，利用しやすく，親しみやすい，潤いのある海岸環境の整備を推進する。 

また，平成 23年３月に発生した東北地方太平洋沖地震等を踏まえ，従来考慮していなかった津波

対策を盛り込むとともに，地震対策など減災対策を明記し，「広島沿岸海岸保全基本計画」を平成 26

年９月に変更した。 

 

(1)  海岸の管理区分 

                   管理者 
種 別 

指   定 広  島  県 

国土交通省海岸（水管理・国土保全局） 

海岸保全区域の指定は
知事 

土木 建築 局 

   〃   （港湾局） 〃 

農林水産省海岸（水産庁） 〃 

      〃     （農村振興局） 農林 水産 局 

 

(2)  海岸の現況                               （単位：km） 

所 管 省 庁 海 岸 線 延 長 
海 岸 保 全 区 域 
延 長 

総 数 1,129.381  584.088 

国 土 交 通 省 
（ 水 管 理 ・ 国 土 保 全 局 ） 

376.365  59.746 

〃 
（ 港 湾 局 ） 

503.189 
 （5.464） 

349.833 
（5.464） 

農 林 水 産 省 
（ 水 産 庁 ） 

153.231 
(0.580) 

79.027 
(0.580) 

〃 
（ 農 村 振 興 局 ） 

96.596 
 （6.044） 

95.482 
（6.044） 

（注）令和元年度（版）海岸統計基礎資料による。 

   （ ）は，港湾局，水産庁及び農村振興局の重複区間で内数である。 

 

２ 海岸の整備方針 

平成 27 年度に策定した「ひろしま海岸整備プラン 2016」に基づき，高潮，波浪及び津波等による

災害から県民の生命と財産を防護し，県土の保全を図るため，海岸保全施設の整備を進める。 

 

ひろしま海岸整備プラン 2016 

「ひろしま海岸整備プラン 2016」は，本県の目指す将来像を示した「ひろしま未来チャレンジ 

ビジョン」及びこれを実現するための「社会資本未来プラン」「2020 広島県農林水産業チャレン

ジプラン」に基づき，計画的に海岸事業を推進するための実施計画である。 

 

     計画期間：平成 28（2016）年度～令和２（2020）年度（５年間） 

投資予定額：概ね 130 億円 
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３ 令和２年度事業の内容                  （単位：千円） 

             区分 

事業名 
予 算 額 説    明 

 
 

公 
 
 
 
 
 
 
 

共 
 
 

水

管

理

・ 

国
土
保
全
局 

高 潮 対 策 事 業 168,000 天応海岸(呉市)など２海岸の護岸工事等 

計 168,000  

港 
 

湾 
 

局 

港湾海岸保全施設事業 1,027,000 
広島港（広島市）など11港の堤防， 

護岸の改良，補強工事等 

港湾海岸環境整備事業 126,000 広島港（坂町）の避難通路整備 

海 岸 堤 防 等 老 朽 化 

対 策 緊 急 事 業 
31,000 

瀬戸田港（尾道市）の排水機場の老朽化対策

工事 

国 直 轄 事 業 負 担 金 

（ 海 岸 事 業 ） 
322,000 広島港の護岸の改良工事等 

計 1,506,000 
 

水 
 

産 
 

庁 

高 潮 対 策 事 業 126,000 
横田漁港(福山市)の離岸堤等整備など2漁港

の高潮対策工事等 

海 岸 堤 防 等 

老 朽 化 対 策 事 業 
63,000 

地御前漁港(廿日市市)など２漁港の護岸の

老朽化対策工事等 

計 189,000 
 

合 計 1,863,000  

 

 

４ 海岸の維持管理 

県内の海岸保全区域に指定されている約 584ｋｍの海岸のうち，土木建築局が所掌する国土交通省

（水管理・国土保全局，港湾局）所管及び農林水産省(水産庁)所管の計約 489ｋｍについて，護岸や

防潮扉の計画的な点検や修繕を行い，海岸保全施設の機能を維持する。 

また，海岸保全区域については，海岸の適正な利用の促進と，海岸環境の保全を図り，海岸の多様

な機能が十分発揮されるよう管理するとともに，それ以外の公共の海岸である一般公共海岸区域につ

いても適正な管理を行う。 

 

  令和２年度海岸維持修繕実施計画           （単位：千円） 

区    分 種    別 予 算 額 

国土交通省（水管理・国土保全局） 
海 岸 維 持 修 繕 費 

海岸保全施設の機能維持 100,000 

国 土 交 通 省 （ 港 湾 局 ） 
海 岸 維 持 修 繕 費 

〃 961,161 

農 林 水 産 省 （ 水 産 庁 ） 
海 岸 維 持 修 繕 費 

〃 84,164 

注：国土交通省（港湾局）海岸維持修繕費は，港湾維持修繕費を含めた額である。 

注：農林水産省（水産庁）海岸維持修繕費は，漁港維持修繕費を含めた額である。 
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